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●キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」について 

令和 7 年度に入り、助成金の各コースの内容が若干リニューアルされ、厚生労働省の

HP に掲載されております。今回はキャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」を

ご紹介いたします。上記のコースは「有期雇用労働者等」の基本給の賃金規定等を 3％
以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成されます。 

上記の「有期雇用労働者等」とは、有期雇用労働者および無期雇用労働者を指します。 

 

さらに、賃金規定等改定に当たって「職務評価」を活用した場合は、職務評価加算を

受けることができます。＜1事業所当り 20万円（大企業 15 万円）＞ ※1回のみ  
職務評価の種類：要素別点数法、単純比較法、分類法、要素比較法 

 

＜賃金規定等改定の流れ＞（例）賃金一覧表の作成 
❶キャリアアップ計画書の作成・提出 
➋取組みの実施（就業規則の改定等） 
有期雇用労働者等の基本給を時給、日給または月給に 
換算し、金額の多寡の順に一覧表を作成。 
すべての等級の金額を 3％以上増額し、6 か月分の賃

金の支払いの取組みを実施。 
❸支給申請 
取組後 6 か月の賃金を支払った日の翌日から起算し  
て 2 か月間以内に申請。 

♦キャリアアップ助成金「賃金規定等改定コース」について  
♦令和 6 年度 業務改善助成金の実績について（当 HP 掲載） 
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●令和 6年度 業務改善助成金の実績について（当HP掲載） 

業務改善助成金は生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内最低賃金

を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するもの

です。申請の際には労働者の賃金を引上げるタイミング、導入するものが生産性向上に

繋がるかどうか、見積書・納品書・請求書・現物の品番等の一致がポイントとなります。 
昨年は当事務所で 9 件の実績があり、アパレルの関係が 8 件占めております。5 月号

から 7 月号にかけて実績をご紹介いたします。 
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